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（広告欄）（広告欄）

令和６年分確定申告に関する
竜ケ崎税務署からのお知らせ
令和６年分令和６年分確定申告確定申告に関するに関する
竜ケ崎税務署からのお知らせ竜ケ崎税務署からのお知らせ
令和６年分確定申告に関する
竜ケ崎税務署からのお知らせ

■問合せ　竜ケ崎税務署　☎０２９７－６６－１３０３■問合せ 竜ケ崎税務署 ☎０２９７－６６－１３０３

◎確定申告などに関するお問合せ
・国税庁ホームページ「確定申告特集」をご覧ください。
◎ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーの操作などに関するお問合せ
・ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク☎０５７０－０１－５９０１
【受付】月～金曜日（土・日・祝日、１２月２９日～１月３日を除く）

スマホ・パソコンで確定申告をスマホ・パソコンで確定申告をスマホ・パソコンで確定申告を

◇会　場　竜ケ崎税務署　

◇期　間　令和７年２月１７日（月）～３月１７日（月）
　　　　　※土・日・祝日を除きます。ただし、３月２日（日）は開場します。
◇時　間 相談受付：午前８時３０分～午後４時
　　　　　相談開始：午前９時～

所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設します所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設します所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設します

〇令和７年２月１４日までの申告相談は、電話による事前予約制です。
〇確定申告会場の入場には、次の方法により発行される入場整理券が必要です。

※確定申告会場では、マイナンバーカード方式によるスマホ申告を基本とした相談を行っています。
※マイナンバーカードと併せてパスワード（①数字４桁および②英数字６～１６桁）が分かるようにし
てお越しください。

※必要書類が不足する場合には、確定申告ができません。事前に国税庁ホームページなどで必要書類
をご確認の上、お越しください。

国税庁ＬＩＮＥ公式アカウント⇒

①国税庁LINE公式アカウントを通じたオンラインでの事前発行
②会場で当日配付（配付状況により、相談受付を終了する場合がありますので、
　LINEでの入場整理券の事前取得をおすすめします。）

スマホで
手軽に
確定申告
詳しくはこちら

申告書の作成には、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から、マイナポータルアプリ
と連携することで、給与・年金等の収入のほか、医療費控除やふるさと納税等の寄附金控除の申告に
必要な情報を取得し、一括入力されるので、時間がかからず簡単に作成できます。
また、医療費の領収書やふるさと納税の受領証明書などの収集・保管・入力が不要となり大変便利で
す！ぜひマイナポータル連携を使ったｅ－Ｔａｘをご利用ください。
※マイナポータルと連携するためには、初回のみ事前準備が必要です。
※給与情報と連携するには、源泉徴収票がｅ－Ｔａｘで提出されている
　必要があります。

２４時間　救急電話相談☎
子ども　♯８０００
おとな　♯７１１９

▷対象者の方には、１か月前
に通知を郵送いたします。

２月３日（月）

２月１７日（月）

２０歳　　　　　“国民年金”２０歳　　　　　“国民年金”になったら
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